
寒河江市公民館に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和７年１２月１９日 

 

寒河江市長  齋  藤  真  朗 

 

 

 

寒河江市条例第３５号 

 

寒河江市公民館に関する条例の一部を改正する条例 

 

寒河江市公民館に関する条例（昭和４９年市条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

第２条中第４号を削り、第５号を第４号とする。 

第３条中「 皿沼分館 寒河江市大字島６７２番地 

寒河江市柴橋地区公民館 

柴橋分館 寒河江市大字柴橋２，９４３番地の１ 

落衣分館 寒河江市大字柴橋２，４９８番地の１ 

木ノ沢分館 寒河江市大字柴橋１，５１２番地の９ 

松川分館 寒河江市大字松川１１２番地の２ 

金谷分館 寒河江市大字柴橋１，６８１番地の４ 

中郷分館 寒河江市大字中郷１，０６１番地 

平塩分館 寒河江市大字平塩３６１番地の１   」を 

「 皿沼分館 寒河江市大字島６７２番地      」に改める。 



附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 


